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公募型プロポーザル方式による提案書募集の実施 

 

五島市移住定住促進サイトＳＥＯ対策業務について、公募型プロポーザル方式による 

提案書を次のとおり募集するので公告します。 

 

 令和６年４月３日 

 

五島市長 野口 市太郎 

 

１．業務の概要 

（１）業 務 名 五島市移住定住促進サイトＳＥＯ対策業務 

（２）対象サイト 五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか！」 

         https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/index.html 

（３）業 務 内 容 別紙「仕様書」のとおり 

（４）予 算 額 ２，３１０千円 

 

２．参加資格 

 プロポーザルに参加することができる者は、次の要件のすべてを満たす者とする。 

（１）次の各号のいずれかに該当する者 

 ア 五島市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登録されている者（以下

「有資格者」という。） 

 イ 次に掲げる書類を別に定める期限までに提出し、市長からプロポーザルの参加資格

を有することの確認を受けた者 

 ⅰ）参加表明書（様式第１号） 

 ⅱ）申込日前３月以内に発行された履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（法人の場合に限

る。） 

 ⅲ）申込日前３月以内に発行された身元（分）証明書（個人の場合に限る） 

 ⅳ）申込日前３月以内に発行された次に掲げる税の滞納のない証明書等 

  a 五島市市民生活部税務課において発行する市税の滞納のない証明（五島市内に本

店、支店または営業所を有する者に限る。） 

  b 五島市市民生活部税務課において発行する法人市民税の納税証明（五島市内に支

店または営業所を有する法人に限る。） 

  c 法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書（法人の場合に限る。） 

  d 税務署において発行する消費税及び地方消費税について未納のない証明（個人の

場合に限る。） 

 ⅴ）暴力団等排除に関する誓約書（別紙様式２） 

 ⅵ）会社概要の分かるパンフレット等（既存のもので可。） 
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（２）有資格者にあっては五島市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領

（平成１６年五島市訓令第５７号。以下「措置要領」という。）の規定による指名停止の措置

（以下「指名停止措置」という。）を受けていない者、有資格者でない者にあっては措置要領

別表各号に掲げる要件に該当しない者 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな

い者 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続開始の

申立てをしている者若しくは同条第２項の規定による申立てをなされている者（同法第３３

条第１項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）第１７条第１項の規定による更生手続き開始の申立てをしている者若しくは同条第

２項の規定による更生手続開始の申立てをなされている者（同法第４１条第１項の更正手続

開始の決定を受けた者を除く。）。 

（５）本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない 

者 

（６）五島市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２４年五島市告

示第１５６号）第３条に規定する排除措置を受けていない者 

 

３．実施要領の取得の方法並びに交付の期間及び場所 

  実施要領は、五島市ホームページからダウンロードして取得すること。ただし、ダウ

ンロードによる取得が困難な場合は、事前に担当課に連絡があった場合に限り、次に掲

げる交付期間及び交付場所において、書面により交付する。 

（１）実施要領の交付期間 

  公告日から令和６年４月１５日（月）午後１７時まで（五島市の休日を定める条例（平

成１６年五島市条例第２号）第１条第１項に規定する五島市の休日（以下「休日」とい

う。）を除く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

（２）実施要領の交付場所 

  五島市福江町１番１号  

  五島市地域振興部地域協働課移住定住促進班 （電話０９５９－７６－３０７０） 

 

４．参加表明書の提出期限 

（１）令和６年４月１５日（月）午後５時（郵送による提出する場合は、提出期限内に担

当課に到達しているものに限り受け付ける。） 

（２）参加表明書の提出場所及び提出方法 

  プロポーザルに参加しようとする者は、公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号）

を作成し、持参、郵送（配達証明付き書留郵便による送付に限る）その他宅配の方法（郵

便法（昭和２２年法律第１６５号）第４条第２項及び民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第１項に規定する信書の送達ができる方法
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に限る。）により担当課に提出しなければならない。電子メール及びＦＡＸによる提出は

受け付けない。 

 

５．提案書等の提出要領等 

  参加資格を有することを確認することができた者については、公募型プロポーザル参

加資格確認通知書（様式第２号。以下「通知書」という。）によりその旨を通知するとと

もに、プロポーザル参加要請書（様式第３号）により提案書及び必要書類（以下「提案

書等」という。）の提出を要請する。なお、参加資格を有することを確認することができ

なかった者については、その旨及びその理由を通知書により通知する。 

  通知予定日 担当課が参加表明書を受け付けた日から起算して３日後まで（土日祝日

を除く）に通知 

 

６．実施要領に対する質問に関する事項 

 （１）実施要領に対する質問 

  実施要領に対する質問がある場合は、質問書（五島市ホームページからダウンロード

して取得したものに限る。）に質問事項を記載の上、電子メール又はＦＡＸにより質問書

送信先に送信すること。あわせて、質問書を送信した旨を電話により担当課へ連絡する

こと。なお、提出書類に関する記入方法など事務手続きに関する関するものを除き、電

話、口頭等による照会には応じないので留意すること。 

 （２）実施要領に対する質問の提出期限 

  令和６年４月１５日（月）午後５時必着 

 （３）質問書送信先 

  五島市地域振興部地域協働課移住定住促進班 

  E-Mail：ui-turn@city.goto.nagasaki.jp 

    ＦＡＸ：０９５９－７４－１９９４（代表） 

 （４）質問に対する回答 

  第１号の規定により提出された質問については、質問書を受け付けた日から起算して

３日後まで（土日祝日を除く。）に質問者に対して電子メール又はＦＡＸで回答するとと

もに、令和６年４月１８日（木）以降に五島市ホームページに掲載し、閲覧に供する。

この場合において、質問者名は公表しない。ただし、質問の内容が質問者の具体的な提

案内容に密接に関係する場合は、五島市ホームページには掲載しない。また、質問の内

容によっては、回答をしない場合がある。 

 

７．提案書等の提出の期限、場所及び方法 

（１）提案書等の提出期限 

  令和６年５月１０日（金）午後５時必着（提出期限内に下記提出場所の課に到達し

ていること。） 

mailto:ui-turn@city.goto.nagasaki.jp
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（２）提案書等の提出場所及び提出方法 

  提案書等の提出要請を受けた者は、説明書に記載している所定の要領に従って提案

書等を作成し、担当課に持参、郵送（配達証明付き書留郵便による送付に限る。）その

他宅配の方法（郵便法第４条第２項及び民間事業者による信書の送達に関する法律第

２条第１項に規定する信書の送達ができる方法に限る。）により提出しなければなら

ない。 

 

８．プレゼンテーション等の実施 

（１）プレゼンテーションの有無 有り 

（２）プレゼンテーション予定日  

令和６年５月２２日（水）予定 

  日時、留意事項等の詳細については、別途通知する。 

 

９．受託候補者の選定 

 （１）プロポーザル選定委員会は、提出された提案書及びプレゼンテーションを次の表

に定める基準に基づき評価し、評価の結果を基に、受託候補者を選定する。 

審査項目 配点 

応募者の受託適性 ・担当チーム、SE の実績が十分か 

・類似業務実績が十分か 

２０点 

実効性 ・業務遂行に問題ない体制か 

・スケジュールの合理性は十分か 

１０点 

提案の内容 ・現状の整理、課題設定が適切か 

・改善の提案が具体的か 

・事業主旨に合った提案か 

６０点 

その他 ・業務に対する意欲 

・妥当な積算根拠に則った見積か 

１０点 

 （２）選定又は非選定の通知 

   選定又は非選定の結果は、提案書等を提出した全ての者に対し。令和６年５月２４

日（金）ごろ（予定）に通知する。 

 （３）市は、選定された受託候補者と五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号）

に基づき業務委託契約を締結する。なお、契約内容（仕様書等）については、提案内

容を基に決定する。また、契約締結にあたっては、提案時に参考見積りを徴取してい

る場合であっても、あらためて本見積書を徴取する。 

 

１０．契約書作成の要否 要 
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１１．その他 

 （１）プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限るもの

とする。 

 （２）提出期限までに参加表明書が担当課に到達しなかった者及び参加資格を有するこ

とを確認することができなかった者については、提案書等を提出することができない

ものとする。 

 （３）参加表明書及び提案書等の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

 （４）提出された参加表明書及び提案書等は、返却しない。 

 （５）提出された参加表明書及び提案書等は、提案者に無断で参加資格の確認及び受託

候補者の選定事務以外に使用しない。 

 （６）提出期限後における参加表明書及び提案書等の差替え及び再提出は認めない。 

 （７）次のア及びイに該当する場合は、以後の参加資格を喪失し、参加表明書及び提案

書を無効とする。また、指名停止措置を行うことがある。 

   ア 参加資格を満たさないこととなった場合 

   イ 参加表明書、提案書等に虚偽の記載をした場合 

 （８）成果物に関する権利は、受託候補者固有の知識及び技術を除き、すべて五島市に

帰属する。 

 （９）受託候補者は、受託業務を実施する場合においては、担当課と綿密に打ち合わせ

を行うなど、相互の信頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守しなければならない。 

  また、業務委託契約終了後においても、受託業務に関し知り得た情報を一切漏洩して

はならない。 

 

１２．担当課 

  〒８５３－８５０１ 

  五島市福江町１番１号  

  五島市地域振興部地域協働課移住定住促進班 担当：平野 

  電 話 ０９５９－７６－３０７０（直通） 

  ＦＡＸ ０９５９－７４－１９９４（代表） 

  E-Mail ui-turn@city.goto.nagasaki.jp 
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